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4

国
道
３
５
２
号
中
大
領
歩

道
橋
及
び
下
石
橋
歩
道
橋

の
橋
梁
補
修
工
事
の
お
知

ら
せ

県
で
は
中
大
領
歩
道
橋
及
び
下

石
橋
歩
道
橋
の
老
朽
化
に
と
も
な

い
、
次
の
と
お
り
横
断
歩
道
橋
の

再
塗
装
工
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

工
事
期
間
中
は
通
行
者
に
ご
迷

惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
工
事
名

橋
梁
補
修
工
事
国
道
３
５
２
号

（
道
保
防
災
）

■
工
事
箇
所

①
下
野
市
石
橋　

中
大
領
歩
道
橋

②
下
野
市
下
石
橋　

下
石
橋
歩
道
橋

■
工
事
内
容

塗
装
（
全
面
）

■
工
期

９
月
〜
12
月
中

■
施
工
業
者

①
宇
都
宮
塗
料
工
業
（
株
）

②
小
花
塗
装
（
株
）

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
栃
木
土
木
事
務
所

保
全
部
保
全
第
二
課

☎
0
2
8
2（
23
）３
４
３
７

狩
猟
を
始
め
て

み
ま
せ
ん
か

深
刻
化
す
る
野
生
鳥
獣
被
害
に

対
応
し
、
捕
獲
の
担
い
手
と
な
る

狩
猟
者
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
栃

木
県
で
は
狩
猟
免
許
試
験
の
事
前

講
習
会
の
受
講
者
に
対
し
、
テ
キ

ス
ト
無
料
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
狩
猟
免
許
を
取
得

し
、
狩
猟
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
問
い
合
わ
せ
先

・
栃
木
県
県
南
環
境
森
林
事
務
所

☎
0
2
8
3（
23
）1
4
4
1

・
栃
木
県
猟
友
会

☎
0
2
8（
6
3
5
）6
3
1
7

プ
レ
ミ
ア
ム
付

「
下
野
市
共
通
商
品

券
」販
売

商
工
会
で
は
、
市
民
の
皆
様
が

市
内
の
商
工
業
者
（
商
品
券
取
扱

店
）
で
利
用
で
き
る
、
お
得
な
プ

レ
ミ
ア
ム
付
（
10
％
割
増
）
商
品

券
を
発
行
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
買
い

求
め
く
だ
さ
い
。

今
年
は
販
売
す
る
場
所
が
一
部

変
わ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■
販
売
日
時

10
月
26
日
㈰

午
前
10
時
〜

（
売
切
れ
次
第
終
了
）

■
販
売
場
所

・
下
野
市
商
工
会
館
玄
関
前

（
旧
国
分
寺
商
工
会
）

・
ふ
れ
あ
い
館

・
石
橋
商
工
会
館

ア
イ
リ
ス
ホ
ー
ル

■
販
売
単
位

千
円
券
11
枚
入
り
を
１
万
円
で

販
売
し
ま
す
。

■
購
入
限
度
額

一
人
あ
た
り
５
万
円
ま
で

（
小
学
生
以
上
の
下
野
市
民
）

※ 

商
品
券
取
扱
店
は
、
後
日
新
聞

折
り
込
み
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

下
野
市
商
工
会

☎（
44
）０
２
０
２

下
野
市
商
工
会
南
河
内
支
所

☎（
48
）０
０
５
９

石
橋
商
工
会

☎（
53
）０
４
６
３

平
成
27
年（
２
０
１
５
年
）版

県
民
手
帳
発
売

11
月
上
旬
か
ら
県
内
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ

ン
・
ロ
ー
ソ
ン
）・
一
部
書
店
・

文
具
店
等
で
お
買
い
求
め
い
た
だ

け
ま
す
。

な
お
、
市
役
所
で
の
窓
口
販
売

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

■
頒
価
・
規
格

・
ポ
ケ
ッ
ト
判　

定
価
4
0
0
円

（
税
込　

12
・
4
㎝
×
7
・
6
㎝
）

・
通
常
判　

定
価
5
0
0
円

（
税
込　

14
・
7
㎝
×
8
・
9
㎝
）

■
問
い
合
わ
せ
先

総
合
政
策
課

☎（
40
）5
5
5
0

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退

職
金
共
済
法
に
基
づ
き
、
建
設
現

場
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
、
建

設
業
を
営
む
中
小
企
業
の
振
興
を

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
退
職
金

制
度
で
す
。

事
業
主
の
方
々
が
、
労
働
者
の

働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な

る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼
り
、

そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く

こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か

ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、
い

わ
ば
業
界
全
体
で
の
退
職
金
制
度

で
す
。

○
事
業
主
の
皆
様
へ
お
願
い

「
建
設
業
退
職
金
共
済
手
帳
」

を
所
持
し
て
い
る
労
働
者
が
、
建

設
業
界
を
引
退
す
る
と
き
は
、
忘

れ
ず
に
退
職
金
を
請
求
す
る
よ
う

指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

■
加
入
で
き
る
事
業
主

建
設
業
を
営
む
方

■
対
象
と
な
る
労
働
者

建
設
業
の
現
場
で
働
く
方

■
掛
金　

日
額
3
1
0
円

■
問
い
合
わ
せ
先

建
退
共
栃
木
県
支
部

☎
0
2
8（
6
3
9
）2
6
1
1

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

国
道
４
号

姿
川 文

教
通
り

下
石
橋
歩
道
橋

くらしの情報


